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第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人森林研究・整備機構職員就業規則（１３森林総研

第７号。以下「職員就業規則」という。）第７３条の規定に基づき、国立研究開発法人

森林研究・整備機構（以下「機構」という。）に勤務する職員（同規則の適用を受ける

職員をいう。以下同じ。）の勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項について定め

るものとする。 

 

（理事長の責務等） 

第２条 理事長は、勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項の実施に当たっては、業

務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員

の適正な勤務条件の確保に努めるものとする。 

 



（勤務管理者等） 

第３条 職員の勤務時間、休憩、休日、休暇等を管理させるため、別に定める組織ごとに、

勤務管理者を置く。 

２ 勤務管理者は、次に掲げる事務を適切に実施し、所属の職員の勤務時間、休憩、休日、

休暇等を適正に管理しなければならない。 

一 職員就業規則第４９条第２項及び同条第３項の規定による休憩時間の時刻の変更に

関すること。 

二 職員就業規則第５２条の規定による勤務（以下「フレックスタイム制勤務」という。）

を行う職員の勤務時間の割振りに関すること。 

三 職員就業規則第５３条の規定による勤務（以下「裁量勤務」という。）の承認、取消、

通知等に関すること。 

四 職員就業規則第５４条の規定による勤務（以下「早出遅出勤務」という。）に関す

ること。 

五 職員就業規則第５５条又は第５６条の規定による正規の勤務時間（同規則第５５条  

に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。）以外の勤務（以下「時間外勤務」とい

う。）の命令に関すること。 

六 職員就業規則第５８条、第５９条第１項又は第６０条第１項の規定による深夜勤務  

（同規則第５９条に規定する深夜勤務をいう。）の制限に関すること。 

七 職員就業規則第５８条、第５９条第２項又は第６０条第２項の規定による時間外勤  

務の制限に関すること。 

八 職員就業規則第６１条第１項の規定による休日の振替（勤務日（同規則第３６条第  

１項に規定する勤務日をいう。以下同じ。）を休日に変更することをいう。以下同じ。） 

  同規則第６１条第３項の規定による勤務を要しない時間への変更に関すること。 

九 職員就業規則第６３条第６項ただし書きの規定による年次有給休暇の時季の変更に  

関すること。 

十 職員就業規則第６３条第７項の規定による年次有給休暇の取得に係る時季の指定に

関すること。 

十一 職員就業規則第６４条第４項又は第６５条第２項の規定による病気休暇の承認に

関すること。 

十二 職員就業規則第６６条第５項の規定による特別休暇の承認に関すること。 

十三 職員就業規則第６７条第３項、第６８条第３項又は第６９条第３項の規定による職

務専念義務（同規則第３７条第２項に規定する職務専念義務をいう。以下同じ。）の免

除の承認に関すること。 

３ 勤務管理者の職務を補助させるため、勤務時間管理員を置く。 

 

第２章 勤務時間等 

 

第１節 時差通勤等による勤務 

（通勤のため利用する交通機関が著しく混雑する地域における勤務時間の特例） 

第４条 多摩森林科学園に勤務する職員の始業時刻及び終業時刻は、職員就業規則第４８条

第１項の規定にかかわらず、別に定める「国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合



研究所多摩森林科学園に勤務する職員の勤務時間の特例について（１３森林総研第１３１

号）」によるものとする。 

 

第２節 休憩時間の特例及び変更 

（休憩時間の特例） 

第４条の２ 職員就業規則第４９条第２項に定める、あらかじめ勤務管理者の承認を得るこ

とができる職員は、次の各号に掲げる場合とする。 

一 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 

二 要介護者（職員就業規則第５４条第２号に規定する要介護者をいう。）を介護する職

員 

三 妊娠中の職員で通勤を緩和する必要のある職員 

 

（育児短時間勤務職員に対する休憩時間の特例） 

第４条の３ 職員就業規則第４９条第１項ただし書きの育児短時間勤務職員に対する休憩

時間の特例については、次のとおりとする。 

一 育児短時間勤務職員は、正規の勤務時間が４時間５５分以内である日については、職

員就業規則第４９条第１項の規定にかかわらず、機構に申出て、休憩時間を設けないこ

ととすることができる。 

二 前項の規定による機構への申出は、職員就業規則第７５条第３項又は第４項の規定に

よる申出の際に、これを行わなければならない。 

三 勤務管理者は、第１項の規定により休憩時間を設けないで勤務している育児短時間勤

務職員の１日の勤務時間（時間外勤務を含む。以下この項において同じ。）が４時間５

５分を超えることとなる場合には、正規の勤務時間の後に、４５分間（１日の勤務時間

が７時間４５分を超えることとなる場合にあっては、６０分間）の休憩時間を設けなけ

ればならない。 

 

（休憩時間の変更） 

第５条 職員就業規則第４９条第３項に定める「業務等のため必要があると認めるとき」と

は、第１０条第３項及び第１４条第１項第２号に掲げる場合のほか、次の各号に掲げる場

合に限り、休憩時間の時刻を変更することができるものとする。 

一 職員就業規則第４５条ただし書き及び同規則第６１条、第６３条から第６８条、第７

０条、第７５条、第７７条の２の規定に基づき勤務をしないことの承認を受け、所定の

休憩時間以前全てを勤務しない場合において、所定の休憩時間以後から勤務し、かつ、

当該日の勤務時間が６時間を超える場合 

二 業務の都合により、やむを得ない理由がある場合 

２ 前項第１号の規定による職員の休憩時間は、正規の勤務時間の後に、６０分間（職員就

業規則第４９条第２項の既定により休憩時間を短縮した職員の場合にあっては、４５分

間）設けるものとする。 

３ 第１項の規定により、所定の休憩時間を変更する場合には、あらかじめ、所属の勤務管

理者に申請して、その承認を受けなければならない。 

 



第３章 特別の形態による勤務等 

 

第１節 フレックスタイム制勤務 

（フレックスタイム制勤務をすることができる職員） 

第６条 職員就業規則第５２条の「別に定める職員」とは、次に掲げる職員（次条において

「研究職員等」という。）とする。 

一 国立研究開発法人森林研究・整備機構職員給与規程（１３森林総研第３１号）第５条

第１項第３号に定める研究職員俸給表の適用を受ける職員（以下「研究職員」という。）

のうち、フレックスタイム制勤務をすることができない者として理事長が別に指定する

者以外の者 

二 職員就業規則第５条第１号又は第２号の規定により採用された職員（以下「任期付研

究員」という。） 

三 その他理事長が業務の遂行上、特に、必要と認めた者 

 

（フレックスタイム制勤務による勤務時間の割振り等） 

第７条 勤務管理者は、フレックスタイム制勤務による勤務時間を割り振るときは、研究職

員等の申告を経て、清算期間（毎月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。）につ

き職員就業規則第４６条第１項に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を

割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、

清算期間につき、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。 

２ 前項の規定により勤務時間を割り振る場合には、月曜日から金曜日までの５日間におい

て、毎日２時間以上の勤務時間を設け、１日以上の日の午前９時から午後４時までの時間

帯において、１日につき２時間以上４時間３０分以下の範囲内で共通する勤務時間を設け

るものとする。 

３ 第１項の規定により勤務時間を割り振る場合には、始業の時刻は午前７時以後に、終業

の時刻は午後１０時以前に設定するものとする。ただし、研究業務の特殊性により、早朝

からの実験業務等を行うことが業務上不可欠であると勤務管理者が認める場合に限り、始

業の時刻を午前５時以後とすることができる。 

４ 勤務管理者は、研究職員等の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当

該申告どおりの勤務時間の割り振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場

合には、別に定めるところにより始業の時刻又は終業の時刻について変更の申告をするよ

う求めることができる。 

５ 勤務管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の

割り振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割り振りを変更することが

できる。 

一 前項の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員（以下「フレックスタイム職員」

という。）からあらかじめ同項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定に

より割り振りを変更された後の勤務時間の始業の時刻又は終業の時刻について変更の

申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。 

二 前項の規定による勤務時間の割り振り又はこの項の規定による勤務時間の割り振り

の変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割り振り又は当該変更後の割り振りに



よると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に定めるところにより

変更するとき。 

６ フレックスタイム職員は、勤務日（休日の振替が行われた場合にあっては、当該勤務を

命じられた休日）において、申告どおりに勤務しなかった場合は、勤務管理者に報告しな

ければならない。 

７ 申告、第１項の規定による勤務時間の割り振り、第５項の規定による勤務時間の割り振

りの変更及び前項の規定による報告は、別に定める「勤務時間の申告・割振り・報告簿」

により行うものとする。 

８ 第２項、第３項、第４項ただし書及び第５項第２号の規定は、育児短時間勤務職員には

適用しない。 

 

第２節 裁量勤務 

（裁量勤務をすることができる職員） 

第８条 職員就業規則第５３条の「別に定める職員」とは、研究職員及び任期付研究員のう

ち、次の１号及び３号に掲げる者以外とし、２号に掲げる者にあっては原則として適用対

象外とするが、やむを得ない理由がある場合は、裁量勤務をすることができる。 

一 企画部長、支所長、多摩森林科学園長、企画部の科長、森林総合研究所林木育種セン

ターの部長、森林総合研究所林木育種センターの課長、育種場の課長、森林総合研究所

森林バイオ研究センター長（別表第３） 

二 研究ディレクター、研究コーディネーター、研究領域長、研究拠点長、産学官民連携

推進調整監、地域研究監、試験地長、西表熱帯林育種技術園長（別表第３） 

三 再雇用職員 

 

（実施単位） 

第８条の２ 森林総合研究所、支所、試験地、森林総合研究所林木育種センター、育種場、

森林総合研究所森林バイオ研究センター単位で実施することができるものとする。 

 

（裁量勤務の手続等） 

第９条 裁量勤務をしようとする職員は、あらかじめ、所属の勤務管理者に申請して、その

承認を受けなければならない。 

２ 勤務管理者は、前項の申請があった場合において、その職務遂行の方法を大幅に当該申

請をした職員の裁量に委ねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行すること

ができると認められる者に限り、当該申請をした職員が裁量勤務をすることを承認するも

のとする。 

３ 勤務管理者は、裁量勤務をしている職員（以下「裁量勤務職員」という。）が、次に掲

げるいずれかの事由に該当することとなった場合には、速やかに、その承認を取り消すも

のとする。 

一 休職（職員就業規則第２０条の規定による休職をいう。）にされた場合 

二 停職（職員就業規則第９３条ただし書き又は第９４条の規定による停職をいう。）に

された場合 

三 裁量勤務をさせることが当該裁量勤務職員に係る研究業務の能率的な遂行のため必



要であると認められなくなった場合 

４ 裁量勤務職員は、裁量勤務を継続しないことを希望する場合には、裁量勤務を終了する

日を明らかにして、あらかじめその旨を所属の勤務管理者に申出なければならない。 

５ 前項の申出があった場合において、当該申出をした裁量勤務職員の裁量勤務は、当該申

出のあった裁量勤務を終了する日をもって終了する。 

６ 勤務管理者は、第２項の規定により裁量勤務をすることを承認する場合又は第３項の規

定により裁量勤務をさせることの承認を取り消す場合には、当該承認をする職員又は当該

承認の取消をする職員に対し速やかにその旨を通知するものとする。 

 

（勤務時間等） 

第１０条 裁量勤務における１日の勤務した時間は、８時間２４分とみなす。ただし、次に

掲げる日については、１日につき７時間４５分とする。 

一 全日にわたり休暇（職員就業規則第６２条に規定する休暇をいう。）を取得した日 

二 職員就業規則第６１条第１項の規定により振り替えた日 

三 職員就業規則第６１条第２項の規定により代休とした日（以下「代休日」という。） 

四 前３号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日 

２ 裁量勤務における始業の時刻及び終業の時刻は、業務遂行上の必要により弾力的に運用

するものとし、その時間を裁量勤務職員が自主的に設定するものとする。 

３ 裁量勤務における休憩時間は、所定の休憩時間を基本とするが、所定の休憩時間をまた

がずに６時間を超える勤務を行う場合は、勤務時間の途中に６０分間休憩時間を置くもの

とする。 

 

（会議等への出席） 

第１１条 裁量勤務職員は、上司から業務上必要な会議その他業務上の打ち合わせ等（以下

「会議等」という。）に出席するよう指示され、又は出張を命じられたときは、当該会議

等に出席し、及び出張しなければならない。 

 

（深夜勤務等の許可） 

第１２条 裁量勤務職員は、業務の都合上やむを得ず深夜又は休日に勤務する場合には、あ

らかじめ、勤務管理者の許可を得なければならない。 

 

第１３条 （削除） 

 

第３節 早出遅出勤務 

（早出遅出勤務に係る取扱い） 

第１４条 職員就業規則第５４条の「別に定めるところ」とは、次に掲げるところによる。 

一 始業及び終業の時刻は、それぞれ午前７時以後及び午後１０時以前に設定するものと

する。ただし、職員就業規則第５４条第４号に該当する場合は、原則として、それぞれ

午前７時以後及び午後６時４５分以前に設定するものとする。 

二 早出遅出勤務における休憩時間は、所定の休憩時間を基本とする。ただし、始業時刻

を午後０時以降に設定する場合は、正規の勤務時間の後に、６０分間（職員就業規則第



４９条第２項の既定により休憩時間を短縮した職員の場合にあっては、４５分間）休憩

時間を置くものとする。なお、始業時刻が午前１１時、午前１１時１５分、午前１１時

３０分又は午前１１時４５分に設定する場合は、午後０時以降に設定する場合と同様の

休憩時間とすることができる。 

三 「業務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業

務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。 

四 職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業、終業

の時刻及び休憩時間をあらかじめ定めて当該職員に周知するものとする。 

五 早出遅出勤務は、原則として毎日又は曜日を定めて行うものとする。 

２ 職員就業規則第５４条第１号に掲げる事由による早出遅出勤務の請求は、子が出生す 

る前においてもすることができる。 

３ 前項の規定により子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当

該子の氏名及び生年月日を勤務管理者に届け出なければならない。この場合において、職

員就業規則第６６条第４項の規定による届出を行った職員にあっては、当該届出をもって

この届出に代えることができる。 

３の２ 職員就業規則第５４条第１号の「別に定める者」とは、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児童の親その他の同法

第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２

号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。）に同

法第２７条第１項第３号の規定により委託されている当該児童とする。 

４ 職員就業規則第５４条第２号の「別に定める者」とは、次に掲げる者（第１号に掲げる

者以外にあっては、職員と同居している者に限る。）とする。 

一 祖父母、兄弟姉妹及び孫 

二 職員又は配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間に

おいて事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げる者とする。 

ア 父母の配偶者 

イ 配偶者の父母の配偶者 

ウ 子の配偶者 

エ 配偶者の子 

５ 職員就業規則第５４条第３号の「別に定めるもの」とは、夜間大学の課程並びに機構の

職務に何らかの関連性のあるセミナー、資格講座等とする。 

 

（早出遅出勤務の請求手続等） 

第１５条 職員は、職員就業規則第５４条の規定による早出遅出勤務の請求をするときは、

あらかじめ別に定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務をしようとする一の期間

（以下「早出遅出勤務期間」という。）について、その初日（以下「早出遅出勤務開始日」

という。）及び末日（以下「早出遅出勤務終了日」という。）とする日を明らかにして、

勤務管理者に当該請求を行うものとする。ただし、同条第４号に掲げる事由による請求に

あっては、早出遅出勤務終了日の明示は要しないものとする。 

２ 勤務管理者は、早出遅出勤務の請求があった場合においては、業務の運営の支障の有無



について、速やかに当該請求をした職員に対し文書をもって通知するものとする。 

３ 勤務管理者は、前項の通知後において、業務の運営に支障が生じる日があることが明ら

かとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し、当該支障

のある日及び時間帯等を文書又は電子メールをもって通知し、当該支障のある時間帯を考

慮した勤務管理者が指定する勤務時間による勤務を命ずることができる。 

４ 勤務管理者は、職員就業規則第５４条に掲げる事由による早出遅出勤務の請求に係る事

由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提

出を求めることができる。 

 

第１６条 次の各号に掲げる早出遅出勤務の請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた

日の前日までに、第１号に掲げる請求にあっては同号アからオまでのいずれかの事由、第

２号に掲げる請求にあっては同号ア又はイのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求

は、されなかったものとみなす。 

一 職員就業規則第５４条第１号に掲げる事由による請求 

ア 当該請求に係る子が死亡した場合 

イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子で

なくなった場合 

ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

エ 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法（明治２９年法律第

８９号）第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこ

と（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しない

まま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により措置が解除されたことにより当

該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合 

オ ア、イ又はエに掲げる場合のほか、当該請求をした職員が職員就業規則第５４条第

１号に規定する職員に該当しなくなった場合 

二 職員就業規則第５４条第２号に掲げる事由による請求 

ア 当該請求に係る要介護者（職員就業規則第５４条第２号に規定する要介護者をい   

う。以下同じ。）が死亡した場合 

イ 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合 

三 職員就業規則第５４条第３号に掲げる事由による請求 修学等をする必要がなくな

った場合 

２ 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項第１号に

掲げる請求にあっては同号アからエまでのいずれかの事由、同項第２号に掲げる請求にあ

っては同号ア又はイのいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事

由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。 

３ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく、第１項第１号アからウまで又は同項第２号

ア若しくはイに掲げる事由が生じた旨を勤務管理者に届け出なければならない。 

４ 前条第４項の規定は、前項の届出について準用する。 

第１６条の２ 早出遅出勤務をしている職員（以下「早出遅出勤務職員」という。）は、早

出遅出勤務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める早出遅出勤務請求

書により、変更しようとする内容を明らかにして勤務管理者に請求を行うものとする。 



２ 早出遅出勤務職員は、早出遅出勤務を終了しようとするとき（前条第２項に該当する場

合を除く。）は早出遅出勤務を終了する日を明らかにして、勤務管理者に申し出なければ

ならない。 

３ 前項の申出があった場合において、当該申出をした早出遅出勤務職員の早出遅出勤務

は、当該申出のあった早出遅出勤務を終了する日をもって終了する。 

４ 早出遅出勤務職員が、勤務管理者を異にする異動をしたときは、当該異動日の前日をも

って早出遅出勤務は終了したものとする。この場合において、当該職員が異動先において

も早出遅出勤務をしようとするときは、当該異動先の勤務管理者に早出遅出勤務の請求

を行うものとする。 

 

第４章 時間外勤務及び休日の振替等 

 

第１節 時間外勤務 

（時間外勤務を命ずる際の考慮） 

第１７条 勤務管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害し

ないように考慮するものとする。 

２ 勤務管理者は、再雇用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、再雇用短時間勤

務職員の正規の勤務時間が常勤職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に充

分留意するものとする。 

 

（災害等による緊急の時間外勤務に係る届出） 

第１８条 職員就業規則第５６条の規定に基づき職員に時間外勤務を命ずる必要がある場

合における労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３３条第１項に定める許可又は届出

は、理事長がこれを行うものとする。 

 

（妊産婦である職員の深夜勤務等の制限の請求手続き） 

第１９条 職員は、職員就業規則第５８条の規定による深夜勤務の制限の請求（以下第３項

において「深夜勤務の制限の請求」という。）をするときは、別に定める深夜勤務請求書

により、深夜勤務の制限を請求する一の期間について、その初日（以下この項において「深

夜勤務制限開始日」という。）及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の

前までに、勤務管理者に当該請求を行うものとする。 

２ 職員は、職員就業規則第５８条の規定による時間外勤務の制限の請求（以下次項におい

て「時間外勤務の制限の請求」という。）をするときは、別に定める時間外勤務制限請求

書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日（以下この項におい

て「時間外勤務制限開始日」という。）及び末日を明らかにして、時間外勤務制限開始日

の前日までに、勤務管理者に当該請求を行うものとする。 

３ 深夜勤務の制限の請求をしている職員又は時間外勤務の制限の請求をしている職員は、

身体等の変化等に伴い、当該請求の内容を変更し、又は当該制限の必要がなくなったとき

は、その旨を勤務管理者に申し出るものとする。 

 

（育児を行う職員の深夜勤務等の制限に係る取扱い） 



第２０条 勤務管理者は、職員就業規則第５９条第１項の「業務の運営」の支障の有無の判

断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難

易等を総合して行うものとする。 

２ 職員就業規則第５９条第３項に規定する時間外勤務の上限時間は、１月について２４時

間、１年について１５０時間とする。 

３ 勤務管理者は、職員就業規則第５９条第３項の規定による時間外勤務の制限が、育児を

行う職員が働きながら子の養育を行うための時間を確保することができるようにするも

のであることを考慮し、同項の規定により時間外勤務が制限される職員に恒常的に時間外

勤務をさせること、特定の期間に過度に集中して時間外勤務をさせることその他の当該時

間の確保を妨げるような時間外勤務をさせることがないように留意するものとする。 

４ 職員就業規則第５９条各項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることが

できる。 

５ 前項の規定により子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当

該子の氏名及び生年月日を勤務管理者に届け出なければならない。この場合において、職

員就業規則第６６条第４項の規定による届出を行った職員にあっては、当該届出をもって

この届出に代えることができる。 

 

（育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等） 

第２１条 職員は、職員就業規則第５９条第１項の規定による深夜勤務の制限の請求をする

ときは、別に定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間（６

月以内の期間に限る。以下次条において「深夜勤務制限期間」という。）について、その

初日（以下この条及び次条において「深夜勤務制限開始日」という。）及び末日（以下次

条において「深夜勤務制限終了日」という。）とする日を明らかにして、深夜勤務制限開

始日の１月前までに、勤務管理者に当該請求を行うものとする。 

２ 勤務管理者は、深夜勤務の制限の請求があった場合においては、業務の運営の支障の有

無について、速やかに当該請求をした職員に対し文書をもって通知するものとする。 

３ 勤務管理者は、前項の通知後において、業務の運営に支障が生じる日があることが明ら

かとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し当該支障の

ある日及び時間帯等を、文書をもって通知するものとする。 

４ 勤務管理者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認める

ときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

 

第２２条 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日まで 

に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったもの

とみなす。 

一 当該請求に係る子が死亡した場合 

二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でな  

くなった場合 

三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

四 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第８１７条の２第１項

の規定による家事審判事件が終了したこと（特別養子縁組の成立の審判が確定した場



合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定

による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなく

なった場合 

２ 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲

げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を

深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。 

３ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく、第１項各号に掲げる事由が生じた旨を勤務

管理者に届け出なければならない。 

４ 前条第４項の規定は、前項の届出について準用する。 

 

（育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等） 

第２３条 職員は、職員就業規則第５９条第２項又は第３項の規定による時間外勤務の制限

の請求（以下この条及び次条において「時間外勤務の制限の請求」という。）をするとき

は、別に定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間につ

いて、その初日（以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。）及び

期間（１年又は１年に満たない月を単位とする期間に限る。）を明らかにして、時間外勤

務制限開始日の前日までに、勤務管理者に当該請求を行わなければならない。この場合に

おいて、同規則第５９条第２項の規定による請求に係る期間と同条第３項の規定による請

求に係る期間とが、重複しないようにしなければならない。 

２ 勤務管理者は、時間外勤務の制限の請求があった場合においては、職員就業規則第５９

条第２項又は第３項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、

速やかに当該請求をした職員に対し文書をもって通知するものとする。 

３ 勤務管理者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して１

週間を経過する日（以下「１週間経過日」という。）の前日を時間外勤務制限開始日とす

る請求であった場合で、職員就業規則第５９条第２項又は第３項に規定する措置を講ずる

ために必要があると認めるときは、当該時間外勤務開始日から１週間経過日までの間のい

ずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。 

４ 勤務管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当

該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求を

した職員に対し、当該変更した時間外勤務制限開始日を、文書をもって通知するものとす

る。 

５ 勤務管理者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認め

るときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

 

第２４条 時間外勤務の制限の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の

各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 

一 当該請求に係る子が死亡した場合 

二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でな

くなった場合 

三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

四 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第８１７条の２第１項



の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁組の成立の審判が確

定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号

の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等

でなくなった場合 

２ 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日

の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制

限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求で

あったものとみなす。 

一 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合 

二 当該請求に係る子が、職員就業規則第５９条第２項の規定による請求にあっては３歳

に、同条第３項の規定による請求にあっては中学校就学の始期に達した場合 

３ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく、第１項各号に掲げる事由が生じた旨を勤務

管理者に届け出なければならない。 

４ 前条第４項の規定は、前項の届出について準用する。 

 

（介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る取扱い等） 

第２５条 第２０条第１項、第２１条及び第２２条（第１項第３号を除く。）の規定は、職

員就業規則第６０条第１項の規定による介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る取扱い

等について準用する。この場合において、第２０条第１項及び第２１条第１項中「職員就

業規則第５９条第１項」とあるのは「職員就業規則第６０条第１項」と、第２２条第１項

第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消

しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。 

 

（介護を行う職員の時間外勤務の制限に係る取扱い等） 

第２６条 第２０条第２項及び第３項、第２３条並びに第２４条（第１項第３号及び第４号

を除く。）の規定は、職員就業規則第６０条第２項の規定による介護を行う職員の時間外

勤務の制限に係る取扱い等について準用する。この場合において、第２０条第２項及び第

３項の規定中「職員就業規則第５９条第３項」とあるのは、「職員就業規則第６０条第２

項」と、「育児」とあるのは「介護」と「子の養育」とあるのは「要介護者の介護」と、

第２３条第１項から第３項までの規定中「職員就業規則第５９条第２項又は第３項」とあ

るのは「職員就業規則第６０条第２項」と、第２３条第１項中「同規則第５９条第２項」

とあるは「同規則第６０条第２項」と、第２４条第１項第１号中「子」とあるのは「要介

護者」と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子

でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、

同条第２項中「次の各号」とあるのは「前項第１号又は第２号」と読み替えるものとする。 

 

第２節 休日の振替等 

（休日の振替等） 

第２７条 勤務管理者は、フレックスタイム制勤務職員について、休日の振替を行う場合に

は、清算期間を超えてこれを行うことができない。 



２ 勤務管理者は、休日の振替を行う場合には、休日の振替を行った後において、休日が毎

週１日又は毎４週間につき４日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き２４日を超

えないようにしなければならない。 

３ 職員は、職員就業規則第６１条第３項の規定により代休を取得する場合には、同項に規

定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時

間について行わなければならない。 

 

第５章 通常の勤務場所を離れての勤務 

 

（通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務） 

第２８条 勤務日（休日の振替が行われた場合にあっては、当該勤務を命じられた休日）に、

通常の勤務場所を離れて勤務する場合において、その勤務時間を算定し難いときは、通常

の勤務時間を勤務したものとみなす。 

 

（外勤） 

第２８条の２ 機構は、職員が在勤事務所を離れ、在勤地（国立研究開発法人森林研究・整

備機構旅費規程（１３森林総研第５９号）第２条第１項第８号に定める在勤地をいう。）

を含めた別に定める地域において勤務すること（以下「外勤」という。）を命ずることが

ある。 

２ 外勤の範囲については、在勤事務所ごとに別に定める。 

 

第６章 休暇 

 

第１節 年次有給休暇 

（年次有給休暇の日数） 

第２９条 職員就業規則第６３条第１項及び第２項の「別に定める日数」は、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数（１日未満の端数があるときは、これを四

捨五入して得た日数）とする。 

一 斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員及び再雇用短時間勤務職員のうち、１週

間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの並びに裁

量勤務職員であるものをいう。以下同じ。） ２０日に斉一型短時間勤務職員の１週間

の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数 

二 不斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外の

ものをいう。以下同じ。） １５５時間に職員就業規則第７５条の２の規定により読み

替えられた同規則第４６条第１項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員

の勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、７時間４５分を１

日として日に換算して得た日数 

 

第２９条の２ 職員就業規則第６３条第１項及び第２項の「別に定める日数」は、その者の

当該年における在職期間に応じ、斉一型短時間勤務職員にあっては別表第１の左欄に掲げ

る１週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあって



は別表第２の左欄に掲げる１週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。 

 

（密接な関連を有する法人等） 

第３０条 職員就業規則第６３条第３項の「沖縄振興開発金融公庫その他その業務が機構の

業務と密接な関連を有する法人のうち別に定めるもの」とは、沖縄振興開発金融公庫のほ

か、次に掲げる法人とする。 

一 国立研究開発法人森林研究・整備機構退職手当支給規程（１７規程第１５６１号）第

１６条第２項第４号に掲げる法人 

二 前号に掲げるもののほか、これらに準ずる法人として理事長の承認を得たもの 

 

（職員就業規則第６３条第３項の別に定める場合） 

第３１条 職員就業規則第６３条第３項の「別に定める場合」とは、次に掲げる場合とする。 

一 当該年の前年において職員就業規則第２６条の規定による派遣をされていた職員（以下

「在籍派遣職員」という。）であって引き続き当該年に職務に復帰したもの 

二 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に在職派遣職員となり

引き続き職務に復帰したもの 

三 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等となり

引き続き再び職員となったもの 

 

（使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない場合の年次有給休暇の取 

扱い） 

第３２条 職員就業規則第６３条第３項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用し

た年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数について

は、同項の規定にかかわらず、当該使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を把握で

きない期間において当該期間に応じて職員就業規則別表第１の日数欄に掲げる日数の年

次有給休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、又は当該把握できない残日数を２０

日とみなして、それぞれ職員就業規則第６３条第３項の規定を適用した場合に得られる日

数とする。 

 

（基本日数に満たない場合の年次有給休暇の取扱い） 

第３３条 職員就業規則第６３条第３項の規定により得られる年次有給休暇の日数が、その

者の当該年における在職期間に応じ、同規則別表第１の日数欄に掲げる日数（以下この項

において「基本日数」という。）に満たない場合におけるその者の年次有給休暇の日数は、

同項の規定にかかわらず基本日数とする。 

 

（年次有給休暇の単位等及び請求手続） 

第３４条 年次有給休暇の単位は、１日、半日（裁量勤務職員及び育児短時間勤務職員に

あっては１日）とする。ただし、職員（裁量勤務職員を除く。）が特別の必要があり、

１時間を単位として請求することを妨げない。 

  なお、半日を単位とする年次有給休暇は、次に掲げる事由に該当するときに使用できる

ものとする。 



一 始業時刻及び終業時刻が基本型の始業時刻及び終業時刻である職員 

  始業時刻から休憩時間の開始時刻までの勤務時間をすべてを勤務しないとき、または

休憩時間の終了時刻からの終業時刻までの勤務時間のすべてを勤務しないとき。 

二 時差通勤職員（前号に該当する職員を除く） 始業時刻から引き続く４時間の勤務時

間のすべてを勤務しないとき、または終業時刻まで引き続く４時間の勤務時間のすべて

を勤務しないとき。 

三 早出勤務している職員(始業時刻が午前７時４５分から８時１５分としている者に限

る)始業時刻から休憩時間の開始までのすべてを勤務しないとき、または休憩時間の終

了時刻から終業時刻のすべてを勤務しないとき。 

四 早出遅出勤務している職員（前号に該当する者を除く）始業時刻から引き続く４時間

の勤務時間のすべてを勤務しないとき、または終業時刻まで引き続く４時間の勤務時間

のすべてを勤務しないとき。 

五 第２号及び第４号の「引き続く４時間の勤務時間が」休憩時間で分断される場合は、

当該分断される勤務時間は引き続きとしてみなして取り扱うものとする。 

２ １時間を単位として与えることができる年次有給休暇の日数は、一の年において５日以

内とする。 

３ １時間を単位とする年次有給休暇を取得する場合における１日の年次有給休暇に相当

する時間数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数とする。 

一 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ８時間 

二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間数（１時間未満の端数があるときは、

これを切り上げた時間数） 

三 不斉一型短時間勤務職員 １年間（１年間に満たない場合は当該職員に定められてい

る期間）における総勤務時間数を総勤務日数で除して得た数（その数に１未満の端数が

あるときは、これを切り上げた数）の時間数 

４ 職員就業規則第６３条第５項の規定による年次有給休暇の請求は、別に定める休暇簿又

は就業管理システムにより行うものとする。 

 

（年次有給休暇の計画的付与） 

第３４条の２ 職員就業規則第６３条第７項に定める時季の指定は、年次有給休暇が付与

された年（同項なお書きの規定による場合にあっては翌年）の毎年６月１日を基準として

行うものとする。ただし、この項の規定により時季を指定し難いときは、年次有給休暇を

付与された日から６箇月以内に行うものとする。 

２ 職員就業規則第６３条第７項なお書きの規定による当該年の付与日から翌年の１２月

３１日までの期間（以下「通算期間」という。）を通算し、期間に応じて比例按分する場

合の計算は、通算期間の月数（１月に満たない期間がある場合は１月に切り上げ）を１２

で除して得た数に５を乗じて得た数を時季指定して取得させる日数とし、１日未満の端

数が生じた場合は１日に切り上げた日数とする。 

 

第３４条の３ 職員就業規則第６３条第７項の「別に定める職員」とは、次に掲げる職員と



する。 

一 退職（職員就業規則第１３条から第１５条の規定（引き続き職員就業規則第１６条の

規定により勤務する者を除く。）による退職をいう。）した者 

二 解雇（職員就業規則第２１条及び第９３条に規定する解雇をいう。）された者 

三 休職（在籍派遣（職員就業規則第２５条から２６条に規定する在籍派遣をいう。）さ

れる場合、停職（職員就業規則第９２条第２項に規定される停職をいう。）にされる場

合、育児休業（職員就業規則第７４条第１項に規定する育児休業をいう。）、自己啓発

等休業（職員就業規則第７８条第１項に規定する自己啓発等休業をいう。）をする場合、

配偶者同行休業（職員就業規則第７９条の２第１項に規定する配偶者同行休業をい

う。）をする場合）した者のうち年次有給休暇を付与された日から１年以内の期間に勤

務した日が５日未満の場合 

四 その他対象としないことが適当と認められる者 

 

第２節 病気休暇 

（病気休暇の取扱い） 

第３５条 職員就業規則第６４条第１項の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著し

い発熱、生理により就業が著しく困難な症状等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病

が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。 

 

第３５条の２ 職員就業規則第６４条第２項の「機構が定める日」は、同項各号に掲げる場

合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間

中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日とする。 

２ 前項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次休暇又は特別休暇を使用した日

等が含まれ、また、１日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。 

３ 職員就業規則第６４条第２項第３号の「機構が定める方法によるもの」は、勤務時間の

短縮の措置が休暇（日単位のものを除く。）の方法により講じられるものとする。 

４ 職員就業規則第６４条第２項第２号の「業務」には、同規則第２５条又は第２６条の規

定により派遣にされている職員の派遣先の機関の業務が含まれるものとする。 

 

第３５条の３ 職員就業規則第６４条第２項ただし書、次項及び第３項の規定の適用につい

ては、連続する８日以上の期間（当該期間における休日及び代休日以外の日（本条及び次

条において「要勤務日」という。）の日数が少ない場合として別に定める場合にあっては、

その日数を考慮して別に定める期間）の特定病気休暇（同規則第６４条第２項各号に掲げ

る場合以外の場合における病気休暇をいう。以下同じ。）を使用した職員（この項の規定

により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。）が、除外日（前

条第１項に規定する日をいう。以下この条において同じ。）を除いて連続して使用した特

定病気休暇の期間の末日の翌日から、１回の勤務に割り振られた勤務時間（１回の勤務に

割り振られた勤務時間の一部に同規則第７５条の２第３項の規定より同条第１項に規定

する育児時間の申出をして勤務しない時間その他の別に定める時間（以下この項において



「育児時間等」という。）がある場合にあっては、１回の勤務に割り振られた勤務時間の

うち、育児時間等以外の勤務時間）のすべてを勤務した日の日数（第３項において「実勤

務日数」という。）が２０日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したとき

は、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみ

なす。 

２ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して９０日に達した場合において、

９０日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病（当該負傷又は疾病の症状等が、当

該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日（以下こ

の項において「特定負傷等の日」という。）の前日までの期間における特定病気休暇に係

る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」

という。）のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

は、職員就業規則第６４条第２項ただし書の規定にかかわらず、当該９０日に達した日の

翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。

この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて

連続して９０日を超えることはできない。 

３ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して９０日に達した場合において、

９０日に達した日の翌日から実勤務日数が２０日に達する日までの間に、その症状等が当

該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明

らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと

認められるときは、職員就業規則第６４条第２項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷

又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気

休暇の期間は、除外日を除いて連続して９０日を超えることはできない。 

４ 療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、職員就業規則

第６４条第２項ただし書及び前３項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日

とみなす。 

５ 前項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次休暇又は特別休暇を使用した日

等が含まれ、また、１日の勤務時間の一部を勤務しない日（当該勤務時間の一部に同条第

２項に規定する育児時間等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児時間等以外

の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。）が含まれるものとする。 

６ 第１項の「別に定める場合」は、連続する８日以上の期間における要勤務日の日数が３

日以下である場合とし、同項の「別に定める期間」は、当該期間における休日等以外の日

の日数が４日以上である期間とし、同項の「別に定める時間」は、次に掲げる時間とする。 

一 職員就業規則第７５条の２第３項の規定により同条第１項に規定する育児時間の申

出をして勤務しない時間 

二 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間 

三 職員就業規則第６７条第１項、第６８条第２項又は第６９条第１項の規定により勤務

しない時間 

四 職員就業規則別表第２の第８号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時

間 

五 職員就業規則第７７条の２第１項に規定する介護部分休業により勤務しない時間 

７ 第２項及び第３項の「明らかに異なる負傷又は疾病」には、症状が明らかに異なると認



められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まれないものとし、勤務

管理者は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状や病因等についての

診断を踏まえ、明らかに異なる負傷又は疾病に該当するかどうかを判断するものとし、同

条第２項の「特定負傷等の日」は、勤務管理者が、当該診断を踏まえ、これを判断するも

のとする。 

８ 職員就業規則第６４条第２項ただし書及び前各項の規定は、臨時的職員（同規則第１１

条に規定する臨時的職員をいう。）には適用しない。 

 

第３５条の４ 勤務管理者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、医師の証

明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。こ

の場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤

務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、

産業医等（国立研究開発法人森林研究・整備機構安全衛生管理規程（１８森林総研第１５

９６号）第１０条第１項に規定する産業医又は同条第６項に規定する医師等をいう。）の

診断を求めるものとする。 

一 連続する８日以上の期間（当該期間における要勤務日の日数が３日以下である場合に

あっては、当該期間における要勤務日の日数が４日以上である期間）の特定病気休暇 

二 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前１月間における特定病気休暇を使用した日

（要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。）の日数が通算して５日以上である場

合における当該請求に係る特定病気休暇 

 

（病気休暇の単位） 

第３６条 病気休暇の単位は、１日、１時間又は１分（裁量勤務職員にあっては、１日）と

する。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、１日以外を単位とする特定病気休

暇を使用した日は、１日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとす

る。 

２ 職員就業規則第６４条第３項の規定による病気休暇の請求（第６５条第２項の規定によ

り準用する場合を含む。）は、別に定める休暇簿又は就業管理システムにより行うものと

する。 

 

第３節 特別休暇 

（特別休暇の取扱い） 

第３７条 職員就業規則別表第２の具体的な取扱いについては、次に定めるところによる。 

一 第１号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法（昭和２５年法律第百

号）に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の

議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。 

二 第４号の「一の年」とは、一暦年をいい、同号の「５日」の取扱いについては、暦日

によるものとする。 

三 第４号アの「被災地」とは、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）による救助の

行われる程度の規模の災害による被害が発生した市町村（特別区を含む。）又はその属

する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「被災者を支援する活動」とは、



居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者

に対して行う炊き出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。 

四 第４号イの「障害者、高齢者等の施設」とは、例えば、次に掲げる施設をいう。 

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第１項に規

定する障害福祉サービスを行う施設（ウ及びキに掲げる施設を除く。）、同条第２７

項に規定する地域活動支援センター並びに同条第２８項に規定する福祉ホーム 

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第５条第１項に規定する身体障害

者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設 

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する障害児入所施設、

児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同

法第６条の２の２第２項及び第４項に規定する施設 

エ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人デイサービス

センター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム 

オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設、更

生施設及び医療保護施設 

カ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２８項に規定する介護老人保健施

設及び同条第２９項に規定する介護医療院 

キ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院 

ク 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する特別支援学校 

ケ 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設 

五 第４号ウの「日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常

生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接

的な援助をいう。 

六 第５号の取得出来る期間は、結婚の日の５日前の日から当該結婚の日後１月を経過す

るまでとする。また、同号の「連続する５日」とは、連続する５暦日をいう。 

七 第６号中の「６週間」は、分べん予定日から起算するものとする。 

八 第７号及び第９号の「出産」とは、妊娠満十二週以後の分べんをいう。 

九 第９号の「妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号に

おいて同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、職

員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入

院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しない場合をいう。 

十 第１１号のその対象となる中学校就学の始期に達するまでの子の中に小学校就学の

始期に達するまでの子が含まれる場合は、同号の規定により取得することができる日数

にうち、当該小学校就学の始期に達するまでの子が１人のときにあっては最低５日を、

２人以上のときにあっては最低１０日を当該小学校就学の始期に達するまでの子のた

めに保障されなければならない。 

十一 第１１号、第１２号、第１９号及び第２０号の「一の年」とは、一暦年をいう。 

十二 第１４号に係る父母の追悼のための特別な行事として取得できるのは、父母の死後

１５年以内とする。 

十三 第１５号の「原則として連続する三日」の取扱いについては、暦日によるものとし、



特に必要があると認められる場合には、一暦日ごとに分割することができるものとす

る。 

十四 第１９号の「障害者である職員」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和

３５年法律第１２３号）第２条第２号から第６号（ただし、第６号に定める障害者にあ

っては、障害者の雇用促進等に関する法律施行規則（昭和 51年労働省令第 38号）第１

条の４第１号に掲げる者に限る。）に該当する者をいう。 

十五 第２０号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因とな

る疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院

等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席（これらにおいて必

要と認められる移動を含む。）等をいい、同号の「機構が定める不妊治療」は、体外受

精及び顕微授精とする。 

十六 第２０号の休暇の承認証明書類には、例えば、診察券、領収書、治療の内容が分か

る書類等とする。 

 

（特別休暇の単位等及び請求手続） 

第３８条 特別休暇（職員就業規則別表第２の第９号から第１２号まで及び第２０号の特別

休暇（以下この条において「特定休暇」という。）を除く。）の単位は、１日、１時間又

は１分（裁量勤務職員にあっては、１日）とする。 

２ 特定休暇の単位は、１日又は１時間（再雇用短時間勤務職員にあっては１時間、裁量勤

務職員にあっては１日）とする。ただし、特定休暇の残日数すべてを使用しようとする場

合において、当該日数に１時間未満の端数があるときは、当該日数のすべてを使用するこ

とができる。 

３ １日を単位とする特定休暇は、当該勤務日の勤務時間のすべてを勤務しないとき（裁量

勤務職員にあっては、勤務日に勤務しないとき）に使用するものとする。 

４ １時間を単位として使用した特定休暇を日数に換算する場合には、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって１日とする。 

一 職員（次号及び３号に掲げる職員を除く。） ７時間４５分 

二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間（７時間４５分を超える場合にあって

は、７時間４５分とし、１分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間。） 

三 不斉一型短時間勤務職員 ７時間４５分 

５ 職員就業規則第６６条第２項の規定による請求及び同条第３項の規定による申出は、別

に定める休暇簿又は就業管理システムにより行うものとする。 

 

第６章 妊産婦である職員に対する措置 

 

（妊産婦である職員の業務軽減等の取扱い） 

第３９条 職員就業規則第６８条第２項の「適宜休息し、又は補食するために必要な時間」

は、正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は同項の

勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している

時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要とされる時間とす

る。 



２ 勤務管理者は、職員就業規則第６８条第１項及び第２項に定める措置のほか、必要に応

じて横になって休息することができる設備を設置すること等母体又は胎児の健康保持に

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（母体等の健康保持への影響の判断における留意事項） 

第４０条 勤務管理者は、職員就業規則第６８条第２項及び第６９条第１項の母体又は胎児

の健康保持への影響については、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）に規定する保

健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。 

 

（職務専念義務免除の承認手続） 

第４１条 職員就業規則第６７条から第７０条の規定に基づく職務専念義務の免除の請求

及び承認の手続きについては、別に定める。 

 

第７章 雑則 

 

（勤務時間の割振り等の規定についての別段の定め） 

第４２条 理事長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情によ

り、この規程によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影

響を及ぼす場合には、勤務時間の割振り、休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定につ

いて別段の定めをすることができる。 

 

（雑則） 

第４３条 この規定に定めるもののほか、職員の勤務時間、休憩、休日、休暇等に関し必要

な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

２ 理事長は、平成１４年３月３１日までの間、小学校就学の始期に達するまでの子を養育

し、又は要介護状態にある家族を介護する労基法第１３３条に規定する特定労働者に該当

する女性職員が申し出た場合、当該職員の時間外勤務は、４週間について３６時間、１年

間について１５０時間を超えない範囲とする。ただし、部課等の業務の遂行を指揮命令す

る職制上の地位にある女性職員については適用しない。 

 

３ 研究所の設立の前日において国の職員であった者が引き続き研究所の職員（以下「引継

職員」という。）となった場合において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

（平成６年法律第３３号）第６条第３項又は第７条の規定に基づき、勤務時間の割振りが

なされていた職員については、研究所の成立の前日まで過不足なく同法第６条第１項に掲

げる勤務時間を勤務したものとみなす。 

 

４ 引継職員となった場合における研究所設立の年における年次休暇の算定については、第



１６条第１項第３号を準用する。 

 

５ 引継職員となった場合において、研究所の設立の日の前日までに受けていた設立の日以

後に係る年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び育児部分休業に相当する休暇又は

休業は、この規程に基づく理事長の承認があったものとみなす。 

 

６ この附則に定めのない事項については、理事長が定めるものとする。 

 

   附 則（平成１４．１．１ １３森林総研第１９８３号） 

 （施行月日） 

１ この規程は、平成１４年１月１日から施行する。ただし、第１７条第２項及び第１９条

第１項の改正規定並びに附則第２項及び附則第３項の規定は、同年４月１日から施行す

る。 

 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の独立行政法人森林総合研究所職員の勤務時間、休憩、休日、休

暇等に関する規程（以下「新勤務時間規程」という。）第１７条の規定は、この規程によ

る改正前の独立行政法人森林総合研究所職員の勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する規

程（以下「旧勤務時間規程」という。）第１７条第５項の規定により介護休暇の承認を受

けた職員でこの規程の施行の日（以下「施行日」という。）において当該承認に係る介護

を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して３月を経過して

いるもの（当該介護休暇の初日から起算して６月を経過する日までの間にある職員に限

る。）についても適用する。この場合において、新勤務時間規程第１７条第２項中「連続

する６月の期間内」とあるのは、「平成１４年４月１日から、当該状態についての介護休

暇の初日から起算して６月を経過する日までの間」とする。 

 

３ 旧勤務時間規程第１７条第５項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当

該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算し

て３月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間規程第１７条第２

項中「連続する６月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起

算して６月を経過する日までの間」とする。 

 

４ 新勤務時間規程第２４条（第２７条の規定により読み替えて準用する場合を含む。）の

規定は、この規程の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外

勤務の制限については、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成１４．４．１  １４森林総研第２３号） 

 この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１７．１．１  １６森林総研第１１８７号） 

１ この規程は、平成１７年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



 

２ この規程による改正後の勤務時間規程（以下「改正後の勤務時間規程」という。）第１

６条第１項第９号の「妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後２週間を経過する日

までの間」に施行日がある職員で、施行日前の当該期間にこの規程による改正前の勤務時

間規程第１６条第１項第９号の休暇を使用したものについては、当該使用した１暦日につ

き１日（再任用短時間勤務職員（改正後の勤務時間規程第１条に規定する再任用短時間勤

務職員をいう。）にあっては、８時間）の休暇を使用したものとみなす。 

 

   附 則（平成１７．４．１  １７森林総研第２２号） 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８．３．３１  １７森林総研第１５４５号） 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８．７．１   １８森林総研第１５４５号） 

 この規程は、平成１８年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１９．４．２   １８森林総研第１５３４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

（現に受けている育児部分休業等の承認に関する取扱い） 

２ この規程の施行の際、引継職員（独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法

人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法

律（平成１９年法律第８号）第６条の規定により解散した独立行政法人林木育種センター

の職員で独立行政法人森林総合研究所の職員となった者をいう。以下同じ。）が、次の各

号に掲げる事項について承認を受けている場合は、施行日において、この規程に基づき申

出てしているものとみなす。 

一 休憩時間の特例（規程第４条の２） 

二 早出遅出勤務（規程第１４条） 

三 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇（第２９～３７条） 

四 妊産婦である職員の深夜勤務の制限（規程第１９条） 

五 育児・介護を行う職員の深夜勤務の制限（規程第２０・２５条） 

六 育児・介護を行う職員の時間外勤務の制限（規程第２３・２６条） 

七 産前産後の特別休暇（第３６条第７・８号） 

八 子の看護休暇（第３６条第１１号） 

 

（年次有給休暇の付与日数の取扱い） 

３ 引継職員における平成１９年の年次有給休暇の付与日数は、本来、研究所の職員であっ

た場合において付与される年次有給休暇日数を付与するものとする。よって、平成１９年

４月１日においては、この日数から本年１月から３月に使用した日数を差し引いた日数を



付与する。 

 

（その他） 

４ 前２項に定めるもののほか、引継職員に係る勤務時間等の経過措置等に関し必要な事項

は、理事長が別に定める。 

 

   附 則（平成１９．９．２８   １９森林総研第８２８号） 

 この規程は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２０．３．３１   １９森林総研第１６８４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

（現に受けている年次有給休暇等の承認に関する取扱い） 

２ この規程の施行の際、引継職員（独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成２０

年法律第８号）附則第２条の規定により解散した独立行政法人緑資源機構（以下「旧機構」

という。）の職員で独立行政法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）の職員とな

った者をいう。以下同じ。）が、次の各号に掲げる事項について承認を受けている場合は、

施行日において、この規程に基づき申出ているものとみなす。 

一 年次有給休暇（第２９条～第３３条） 

二 妊産婦である職員の深夜勤無制限（第１９条） 

三 育児・介護を行う職員の深夜勤務制限（第２０条、第２５条） 

四 育児・介護を行う職員の時間外勤務制限（第２３条、第２６条） 

 

（年次有給休暇の付与日数の取扱い） 

３ 引継職員における平成２０年の年次有給休暇の付与日数は、本来、研究所の職員であっ

た場合において付与される年次有給休暇日数を付与するものとする。よって、平成２０年

４月１日においては、この日数から本年１月から３月に使用した日数を差し引いた日数を

付与するものとする。 

 

（施行日前に承認された病気休暇の取扱い） 

４ この規程の施行の際、引継職員が旧機構職員服務規程第３１条の傷病による欠勤の承認

を受けている場合は、施行日において、職員就業規則第６４条並びに第６５条の病気休暇

とし、この規程に基づき申出ているものとみなす。 

 

（施行日前に承認された特別休暇の取扱い） 

５ この規程の施行の際、引継職員が旧機構職員服務規程第２８条により特別休暇の承認を

受けている場合は、施行日において、この規程に基づき申出ているものとみなす。 

 

（その他） 

６ 附則第２項から第５項に定めるもののほか、引継職員に係る勤務時間等の経過措置等に



関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則（平成２０．９．３０  ２０森林総研第７９６号） 

 この規程は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２０．１２．２６  ２０森林総研第１２３１号） 

 この規程は、平成２１年１月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２１．３．３１  ２０森林総研第１７１７号） 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２１．５．２０  ２１森林総研第２４０号） 

 この規程は、平成２１年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２１．８．３１  ２１森林総研第８０５号） 

 この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２．３．３１  ２１森林総研第１７８６号） 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２．６．３０  ２２森林総研第４６７号） 

 この規程は、平成２２年６月３０日から施行する。 

 

   附 則（平成２３．３．３１  ２２森林総研第１７８６号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

（現に受けている病気休暇に関する取扱い） 

２ この規程の施行の際、現に病気休暇の期間中にある職員に対するこの規程による改正後

の勤務時間規程第３５条の２、第３５条の３、第３５条の４及び第３６条の規定は、施行

日以後に使用した病気休暇について適用する。 

 

（その他） 

３ 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則（平成２３．９．２８  ２３森林総研第８０８号） 

 この規程は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２４．３．３０  ２３森林総研第１５４３号）  

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 



   附 則（平成２６．３．３１  ２５森林総研第１４６２号）  

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２７．３．３１  ２６森林総研第１５６０号）  

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２８．３．３１  ２７森林総研第１８２２号）  

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２８．１２．２７ ２８森林総研第１２３０号） 

 この規程は、平成２９年１月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２９．３．３１  ２８森林総研第１８４０号）  

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成３１．３．２８  ３０森林機構第１２２８０４号）  

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和元．１０．２４  元森林機構第０７１７０２号） 

 この規程は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

   附 則（令和元．１２．６   元森林機構第０９０４０３号） 

 この規程は、令和２年１月１日から施行する。 

 

   附 則（令和３．１２．２２  ３森林機構第８５５号） 

 この規程は、令和４年１月１日から施行する。



別表第１ 斉一型短時間勤務職員の在職期間別年次休暇付与日数（第２９条の２関係） 

 

在職期間 

１月に

達する

までの

期間 

 

 

１月を

超え２

月に達

するま

での期

間 

２月を

超え３

月に達

するま

での期

間 

３月を

超え４

月に達

するま

での期

間 

４月を

超え５

月に達

するま

での期

間 

５月を

超え６

月に達

するま

での期

間 

６月を

超え７

月に達

するま

での期

間 

７月を

超え８

月に達

するま

での期

間 

８月を

超え９

月に達

するま

での期

間 

９月を

超え１

０月に

達する

までの

期間 

１０月

を超え

１１月

に達す

るまで

の期間 

11月を

超え１

年未満

の期間

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

１

週

間

の

勤

務

日

の

日

数 

         

５日 ２日 ３日 ５日 ７日 ８日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日 

４日 １日 ３日 ４日 ５日 ７日 ８日 ９日 11日 12日 13日 15日 16日 

３日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

２日 １日 １日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 

  



別表第２ 不斉一型短時間勤務職員の在職期間別年次有給休暇日数（第２９条の２関係） 

 

在職期間 

１月に

達する

までの

期間 

 

 

１月を

超え２

月に達

するま

での期

間 

２月を

超え３

月に達

するま

での期

間 

３月を

超え４

月に達

するま

での期

間 

４月を

超え５

月に達

するま

での期

間 

５月を

超え６

月に達

するま

での期

間 

６月を

超え７

月に達

するま

での期

間 

７月を

超え８

月に達

するま

での期

間 

８月を

超え９

月に達

するま

での期

間 

９月を

超え10

月に達

するま

での期

間 

10月を

超え11

月に達

するま

での期

間 

11月を

超え１

年未満

の期間

  

 

１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間 

30時間を
超え 31時
間以下 

１日 ３日 ４日 ５日 ７日 ８日 ９日 11日 12日 13日 15日 16日 

29時間を
超え 30時
間以下 

１日 ３日 ４日 ５日 ６日 ８日 ９日 10日 12日 13日 14日 15日 

28時間を超
え29時間以
下 

１日 ２日 ４日 ５日 ６日 ７日 ９日 10日 11日 12日 14日 15日 

27時間を超
え28時間以
下 

１日 ２日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 10日 11日 12日 13日 14日 

26時間を超
え27時間以
下 

１日 ２日 ３日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 14日 

25時間を超
え26時間以
下 

１日 ２日 ３日 ４日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 

24時間を超
え25時間以
下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 

23時間を超
え24時間以
下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

22時間を超
え23時間以
下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 

21時間を超
え22時間以
下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 10日 11日 

20時間を超
え21時間以
下 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 

19時間を超
え20時間以
下 

１日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 10日 

18時間を超
え19時間以
下 

１日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 ９日 10日 

17時間を超
え18時間以
下 

１日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 ９日 

16時間を超
え17時間以
下 

１日 １日 ２日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日 ９日 

15時間を超
え16時間以
下 

１日 １日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 ８日 ８日 

14時間を超
え15時間以
下 

１日 １日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ６日 ７日 ８日 

13時間を超
え14時間以
下 

１日 １日 ２日 ２日 ３日 ４日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ７日 

12時間を超
え13時間以
下 

１日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 



 11時間を超
え12時間以
下 

１日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ４日 ４日 ５日 ５日 ６日 ６日 

10時間を超
え11時間以
下 

１日 １日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ４日 ４日 ５日 ５日 ６日 

10時間 １日 １日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 ４日 ４日 ５日 ５日 

  



別表第３ 

（１）裁量勤務が適用されない職員 

研  究  所 裁量勤務が適用されない職員 

研究所 

 

企画部長 

企画部の科長 

北海道支所 支所長 

東北支所 支所長 

関西支所 支所長 

四国支所 支所長 

九州支所 支所長 

多摩森林科学園 園長 

育種センター 

 

 

 

 

 

育種部長 

育種第一課長 

育種第二課長 

遺伝資源部長 

探索収集課長 

保存評価課長 

北海道育種場 育種課長 

東北育種場 育種課長 

関西育種場 育種課長 

九州育種場 育種課長 

バイオセンター センター長 

 

（２）裁量勤務の適用を制限する職員 

研  究  所 裁量勤務の適用を制限する職員 

研究所 

 

 

 

研究ディレクター 

研究コーディネーター 

研究領域長 

研究拠点長 

北海道支所 

 

産学官民連携推進調整監 

地域研究監 

東北支所 

 

産学官民連携推進調整監 

地域研究監 

関西支所 

 

産学官民連携推進調整監 

地域研究監 

四国支所 産学官民連携推進調整監 

九州支所 

 

産学官民連携推進調整監 

地域研究監 

試験地 試験地長 

育種センター 西表熱帯林育種技術園長 

 


